
議案第３５号 

   令和６年度東郷町一般会計補正予算（第２号） 

 令和６年度東郷町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４３，０４１千円を増額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６，２８５，８１４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表継続費補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

  令和６年７月１日提出         東郷町長 石 橋 直 季 
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第２表　継続費補正
変　更

総額 年度 年割額

千円 千円

令和６年度 332,834

令和７年度 10,894
343,728１０　教育費５　保健体育費

総合体育館アリーナ
天井等改修事業

補正前
款 項 事業名
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総額 年度 年割額

千円 千円

令和６年度 353,839

令和７年度 23,373
377,212

補正後
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第３表　地方債補正
変　更

限　度　額 起債の方法 利　率 償還の方法

千 円

総合体育館アリー
ナ天井等改修事業

２３７，８００ 普 通 貸 借

補　　　　正　　　　前

５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

 政府資金につい
てはその融資条件
により、銀行その
他の場合には起債
年度から据置期間
を含めて３０年度
間以内に元利均等
又は元金均等若し
くは元金不均等の
方法で毎年度１期
又は２期に分けて
償還する。
  ただし、町財政
その他の都合によ
り据置期間及び償
還期間を短縮し、
若しくは繰上償還
し、又は利息の定
率を高めないで借
り換えることがで
きる。

起債の目的
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限　度　額 起債の方法 利　率 償還の方法

千 円

２５３，６００ 補正前に同じ 補正前に同じ 補正前に同じ

補　　　　正　　　　後
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１　特　別　職

２　一　般　職

（１）　総　括

備考　（　）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員について外書き

－　19　－
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前
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職員手当
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管理職手当 扶養手当
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特殊勤務手当 時間外勤務手当

補正前

0
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（千円） （千円）
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2,546,881868,2001,094,714583,967

2,545,418867,5391,094,714583,165





議案の概要 

１ 歳入の補正 

⑴ 児童手当交付金等の増額に伴い、国庫支出金を１４７，３６８千円増額する。 

 ⑵ 児童手当負担金の減額に伴い、県支出金を２，９９２千円減額する。 

 ⑶ 財政調整基金繰入金の増額に伴い、繰入金を３６，０５３千円増額する。 

 ⑷ 衛生雑入の増額に伴い、諸収入を４６，８１２千円増額する。 

 ⑸ 体育施設事業債の増額に伴い、町債を１５，８００千円増額する。 

２ 歳出の補正 

 ⑴ 情報推進事業費の増額に伴い、総務費を３，４９８千円増額する。 

 ⑵ 児童手当支給事業費の増額に伴い、民生費を１４０，３５５千円増額する。 

 ⑶ 成人保健予防接種事業費の増額に伴い、衛生費を７８，１８３千円増額する。 

 ⑷ 総合体育館管理事業費の増額に伴い、教育費を２１，００５千円増額する。 

 

 


